
令和 2年 5月 28日 

患者さんへのお願い 

以下のいずれかに該当する方は、院内にお入りにならず、 

まずは新型コロナウィルス専用健康相談窓口にお電話を

してください。 

・感染者との接触があった方 

・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等 

 の強い症状のいずれかがある方 

・発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く方 

（症状が４日以上続く場合は必ず相談窓口へご相談 

  ください。症状には個人差がありますので、強い症状 

  と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤な 

どを飲み続けなければならない方も同様です。） 

お電話でご相談の上、相談窓口の方の指示に従ってくだ

さい。 

＜新型コロナウィルス専用健康相談窓口＞ 

(帰国者・接触者相談センター) 

TEL:078-322-6250（専用ダイヤル） 
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